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図書文化財課 

 

 

令和８年度港区立図書館の特別整理のための休館及び臨時休館について 

 

 

報告内容 

港区立図書館条例第４条の規定に基づき、港区立図書館を特別整理のための休館及

び臨時休館をします。また、特別整理期間に同条第１項第２号及び第２項第３号で規

定する館内整理日（毎月第三木曜日）が含まれる場合を除き、特別整理期間を設ける

月の館内整理日（毎月第三木曜日）を開館します。 

 

 

１ 特別整理のための休館日 

（１）図書館名及び特別整理期間 

図書館名 特別整理期間（休館日） 

三田図書館 令和８年 ９月 ７日（月） から  ９月１１日（金）まで 

麻布図書館 令和８年 ９月１４日（月） から  ９月１８日（金）まで 

赤坂図書館 令和８年 ９月２８日（月） から １０月 ２日（金）まで 

高輪図書館 令和８年１０月 ５日（月） から １０月 ９日（金）まで 

港南図書館 令和８年１０月１３日（火） から １０月１７日（土）まで 

台場図書館 令和８年１０月１９日（月） から １０月２０日（火）まで 

高輪図書館分室 令和８年１０月２６日（月） から １０月３０日（金）まで 

みなと図書館 令和８年１１月 ２日（月） から １１月 ６日（金）まで 

 

（２）理由 

所蔵資料と電算データの照合・確認、施設・設備の点検整備、修繕工事、定期

清掃等を実施するため 

 

２ 特別整理に伴う館内整理日の開館日 

 （１）図書館名及び開館日 

図書館名 開館日 

三田図書館 
令和８年 ９月１７日（木） 

赤坂図書館 

高輪図書館 
令和８年１０月１５日（木） 

高輪図書館分室 

みなと図書館 令和８年１１月１９日（木） 
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（２）理由 

  館内整理日（毎月第三木曜日）に実施する作業を特別整理期間中に実施するた

め。 

 

３ 臨時休館日 

（１）図書館名及び臨時休館日 

図書館名 臨時休館日 

高輪図書館 

令和８年 ５月１１日（月） 

１０月１２日（月） 

１１月 ９日（月） 

台場図書館 

令和８年 ５月 ３日（日） 

 ６月 ７日（日） 

 ９月 ６日（日） 

１０月 ４日（日） 

１２月 ６日（日） 

令和９年 ２月 ７日（日） 

  

（２）理由 

   高輪コミュニティーぷらざ及び台場コミュニティーぷらざ全体で電気設備法

定点検、消防設備点検、定期清掃等を実施するため。 

 

 

４ 告示日 

   令和８年３月５日 

 

５ 利用者への周知方法 

（１）「広報みなと」への掲載 

（２）「ミナトマンスリー」への掲載 

（３）「港区ホームページ」への掲載 

（４）「港区立図書館ホームページ」への掲載 

（５）区立図書館内にポスター掲示  

（６）図書館関連施設内にポスター掲示  

（７）Ｘへの投稿 


